


③

補助率補助の対象

塀・垣柵等の新設※3の工事費

塀・垣柵等の撤去の工事費※1
拡幅促進路線の道路拡幅工事に
対する補助金 上限30万円※2

上限30万円※2

拡幅促進路線の道路拡幅工事に対する補助金

・支援制度①②③は「川崎市住宅等不燃化推進事業補助金交付要綱」に基づく制度です。補助金は予算の範囲内で交付します。　

不燃化推進条例で規制対象となり、建築行為を行うことで、
同条例で求められる耐火性能を有する建築物となるもの

♦新築時の敷地面積は 100 ㎡以上 ( 緩和規定あり )

敷地を分割して
建替える場合

現敷地を分割せず、
そのまま使用する場合

準防火地域の対象例：階数が２階以下、延べ面積が500㎡以内
防火地域の対象例 ：階数が１階以下、延べ面積が��50㎡以内

補助対象となるかは、手続きの流れの(2)補助対象確認申請書により決定します。

延べ面積10㎡以下のものは除きます

補助対象者
建築主の個人

20万円
40万円
60万円
80万円
100万円
120万円
140万円

160万円
180万円
200万円
220万円
240万円
260万円

建築物の耐火性能強化工事（新築）に対する補助金

（ただし、延べ面積10㎡以下の小規模なものは除く）
①旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に工事着工
　　　　　　�されたもの)
②2階建以下かつ延べ面積500㎡以内で、耐用年数を
　経過した木造又は鉄骨造の建築物
　(耐用年数…木造22年、鉄骨造34年)

補助金額

建物を所有する個人　又は所有者(個人)から承諾を得て除却を行う個人

※税抜きの金額です。

※

老朽建築物の除却工事に対する補助金

次のいずれかの要件を満たす建築物 次の算定方法のうち最も低い金額






